
 
 
 
 

第 58 回 車 座 集 会 
― 公共施設をもっと地域のために使いやすく！ ― 

 
 

１ 参加者紹介・市⻑あいさつ        （13：00〜13：10） 
 
２ 課題の共有               （13：10〜13：20） 
 
３ 公共施設の活⽤事例の共有        （13：20〜13：55） 
 
４ 意見交換 
  ・公共施設の活⽤事例について      （13：55〜14：20） 
  ・地域と⾏政の⼀歩進んだ関係性について （14：20〜14：50） 
 
５ まとめ                 （14：50〜15：00） 
 

令和５年４月２３日（日）午後１時から 
宮前区役所向丘出張所 

 
 



公共施設をもっと地域のために使いやすく！
−第５８回⾞座集会（宮前区）−

令和５年４月２３日
宮前区役所

本日のプログラム
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１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有

２ 公共施設の活⽤可能性について

３ 活⽤促進に向けた地域と⾏政の関係性のあり方について



⾞座集会のテーマについて

公共施設の地域化の推進

公共施設の地域化とは？
公共施設について、より自由度
の高い活⽤に向けた地域での利
⽤ルールの決定や、その管理・
運⽤への参加を促進すること

33
イラスト：
イスナデザイン

道路でマルシェ・
オープンカフェ

公園で音楽フェス

公共施設でこども食堂

１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有
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■課題（≒職員の悩み）

（１）基準に沿って施設を運用する必要がある
（２）場所ごとに考える必要がある
（３）公共性・公平性・信頼性の判断が難しい



（１）基準に沿って施設を運用する必要がある

公有財産 行政財産

普通財産

公用財産
【市が事務又は事業を執行するために直接使用するもの】
庁舎・消防署など

公共用財産
【市⺠が共同利用するもの】
公園、道路、河川、学校、図書館など

１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有
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施設の種類ごとに異なる管理基準がある

○川崎市庁舎管理規則【抜粋】
（許可行為）
第11条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、
事前に庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市⻑が別に定め
る行為については、この限りでない。
(１)物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
○川崎市庁舎管理要綱【抜粋】
第12条 規則第１１条第１項各号の許可行為については、おおむね次のとお
りとする。
(1) 庁舎管理者は次のいずれかに該当すると認める場合は、規則第11条第1
項第1号の許可をしないものとする。
イ 営利を目的とした不特定多数への無秩序な物品の販売、商品等の紹介、
勧誘等

○川崎市都市公園条例【抜粋】
（行為の制限）
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしよ
うとする者は、市⻑の許可を受けなければならない。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として行う写真又は映画の撮影その他これらに
類する行為をすること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、集会その他これらに類する催し
のために都市公園の全部又は一部を独占して利用す
ること。

庁舎関係 公園関係

（１）基準に沿って施設を運用する必要がある
１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有
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施設の種類ごとに異なる管理基準がある



１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有
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判断に悩む例）「営利」と「非営利」の境は？
物を売っていたり、参加費を取っているからと言って、
単純に「営利」というわけではない。
材料費程度ならOK？非営利団体ならOK？
事業の目的自体に公共性があればOK？

基準の解釈が難しい！
（１）基準に沿って施設を運用する必要がある

・同じ学校でも普通教室と特別教室のセキュリティが分かれて
いれば、貸しやすい

・立地が良く、きれいな施設であれば使いたい人はたくさんいる

（２）場所ごとに考える必要がある

・すべての施設ごとに市がルールを作って運用しようとすると、
それにものすごい人工が必要になってしまう

・一般化したルールを作ると逆に使いづらくなってしまう？

１ 公共施設の地域化に向けた課題の共有
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・子供たちも楽しめそうだし、親御さんの居場所にもなると思
うけど、物を売っていいんだろうか。

・町内会・自治会なら信頼できるけど、この団体はどうだろう？
他の団体からも貸してと言われたらどうしようか。
認めて何か事故が起こったら責任問われるかなあ。

・「音がうるさい！」／「ボール遊びは危ない！」
／「人がたくさんいて歩きにくい！」／「自分が使えない！」

（３）公共性・公平性・信頼性の判断が難しい
１ 公共施設の地域化に向けた課題
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皆が互いに理解を深めながら、事例を積み重ねることが必要

１ 公共施設の地域化に向けた課題

公共施設の地域化を進めていくためには・・・
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２ 公共施設の活用可能性について
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（１）これまでの取組経過
①区役所市⺠広場

R4.12.10 地域デザイン会議での活用アイデアワークショップ
R5.1.20/R5.2.27 お試し活用に向けた検討（活用検討委員会発足）
R5.3.14/3.16 お試し活用イベントの実施
R5.3.29 お試し活用イベントを踏まえた今後の進め方の検討

②向丘出張所
R2.8〜 むかおかフェスタート
R4.2.9 宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針
R4.2〜 むかお暦スタート
R5.3 木質化工事完了

２ 公共施設の活用可能性について
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（２）区役所市⺠広場お試し活⽤の紹介
mamaフリマ＆mama-on!カレッジ
① 日時：令和５年３月１４日（火） 10時〜15時
② 主催：mama-on!事務局
③ 内容：子供服やおもちゃ等のフリーマーケット、子育てに役立

つ講座、絵本の読み聞かせ 等
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２ 公共施設の活用可能性について
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（２）区役所市⺠広場お試し活⽤の紹介
ひろばマルシェ〜じもとカフェ×ミニSUN FESTA〜

① 日時：令和５年３月１６日（木） 10時〜15時
② 共催：ひろばマルシェ実行委員会・SUN FESTA事務局
③ 内容：じもとカフェ、ダイアローグ（対話：まちのひろば編）、

ミニマルシェ、地域の紹介 等
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（３）向丘出張所の活⽤の紹介
「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」（令和4年2月策定）を踏まえ、市⺠の活動・交流
の場として、様々な地域団体が出張所を活用し、地域主体などが開催されています。

①むかおかフェ
市⺠の交流の出会いの場として、誰でも気軽に参加できるコミュニティカフェ
主催：交流スペース・むかおカフェ実行委員会
令和４年度実績：第３水曜日、年11回開催 参加者：約300人

②ひよっこ向丘
0歳〜２歳の⼦どもと親が参加する⼦育てサロン
主催：向丘地区社会福祉協議会
令和４年度実績：第2水曜日、年9回開催 参加者：37組
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和楽器コンサート（1月)

③むかお暦 ＜暦に合わせた展示等を出張所１階で開催＞
主催：交流スペース・むかおカフェ実行委員会
令和４年度実績：年７回開催（端午の節句、七夕、十五夜、むか
おアート展、クリスマス、雛飾り、和楽器コンサート）
第３水曜日、年7回開催 来場者：約2,000人

むかおアート展（11月)

雛飾り（3月)七夕（7月)

十五夜（10月)

葛山平
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④向丘つながるサンデー
主催：向丘地区連合自治会

⑤今後の活動に向けて
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３ 活用促進に向けた地域と行政の関係性のあり方について
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（１）宮前区役所市⺠広場活⽤検討委員会について
・区⺠等と区役所職員で構成される委員会を試⾏で⽴ち上げ
・区⺠は誰でも委員会に⼊れる

（２）委員会で出来ること
・区⺠主体で広場の活⽤を検討できる場。ただし、⼀定の責任も伴う。

→“みんな”に喜ばれる取組か（公共性はあるか、単なる営利の取組ではないか）
→利⽤を阻害される方、周辺の影響を受ける方の理解が得られる取組か
→事故が起きないように十分配慮されているか、実施主体は信頼できる団体か

⇔cf）⾏政主体の事業での広場の活⽤

３ 活用促進に向けた地域と行政の関係性のあり方について
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（３）今後の課題
・「ただ使えればいい」のではなく、責任感をもって議論できるか
・より多くの人が関わる仕組みにできるか

（良い取組を増やしていけるか
／新しい人が⼊ってきて、地域でのつながりづくりにつながるか）

地域と⾏政で⼀緒に考えていこう



３ 活用促進に向けた地域と行政の関係性のあり方について
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（参考）宮前区役所市⺠広場活⽤検討委員会運営要項案

委員 ・委員会の委員は区⺠等と区役所で構成され、区⺠等の委員は登録制
活⽤検討会議 ・区⺠委員は、区役所市⺠広場を活⽤する⾏事等について提案できる。

・委員会は、提案された⾏事等について審査する。委員は意見等を述べるに
あたり、多様な主体が協働・連携し、市⺠創発が促進される⾏事等となる
よう努める。

・活⽤してよいと認められる⾏事等について、委員会は後援する。
使⽤承認 ・区役所は委員会の決定を尊重し、区役所市⺠広場の使⽤について判断する。


